
参考様式１

山形県広域的地域活性化基盤整備計画（二地域居住）

No

1

2

3

4

5

※社会資本整備総合交付金(広域連携事業)を活用する場合に記載（社会資本総合整備計画を提出すること）

そ の 他

・第４次山形県総合発展計画

計 画 概 要 　

　山形県では、地方部を中心に若年層の人口流出や少子高齢化が進行しており、地域の担い手不足が深刻化している。地域の活力の維持及び向上のため、

　二地域居住を促進することにより、地域の担い手となり得る関係人口の創出・拡大を図る。

特 定 居住 拠 点施 設 に 関 す る 事 項

拠点施設の区分 名称（施設の内容） 所在地 整備主体 備考

別紙のとおり

拠点施設関連基盤施設整備事業に関する事項

社会資本総合整備計画（広域連携事業）の計画名：　なし　　　　　　　　　　　　計画期間：令和　年度～　年度（　年間）

　拠点施設関連基盤施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項

令和８年２月26日策定（令和８年３月18日変更）

【山形県】

市 町 村 名 河北町、高畠町、寒河江市 計 画 期 間 令和８年度～12年度



参考様式１

※河北町の特定居住促進区域の範囲を重点地区の範囲とする。特定居住重点地区

河北町全体図

特定居住重点地区

拠点施設

No.1-2

拠点施設

No.1-1

拠点施設

No.1-3

拠点施設

No.1-4

出典：国土地理院



参考様式１

※高畠町の特定居住促進区域の範囲を重点地区の範囲とする。特定居住重点地区

高畠町全体図

拠点施設

No.2-3

①

②

③

④

① ② 高畠町都市計画区域内の一部区域

特定居住重点地区・・・①～④

二井宿わくわく交流館周辺区域③

④ ゆうきの里さんさん周辺区域

拠点施設

No.2-4

拠点施設

No.2-2

拠点施設

No.2-1

都市計画区域

上和田交流館

地区公民館

こども園

二井宿小

高畠町役場
高畠駅

特定居住重点地区④

特定居住重点地区③

特定居住重点地区②

特定居住重点地区①



参考様式１

※寒河江市の特定居住促進区域の範囲を重点地区の範囲とする。特定居住重点地区

①寒河江市位置図・全図 ②寒河江市中心市街地図（JR寒河江駅、JR西寒河江駅およびJR南寒河江駅周辺）

特定居住重点地区は寒河江市立地適正化計画

および寒河江市都市計画マスタープランに定

める居住誘導区域と一致する。

拠点施設No.3-1

特定居住重点地区



（別紙）特定居住拠点施設に関する事項

No 拠点施設の区分 名称（施設の内容） 所在地 整備主体 備考

1-1 宿泊施設 古民家民泊やまねこ

（滞在施設、コミュニティスペース）

山形県西村山郡河北町谷地丙51 個人事業主

1-2 宿泊施設 Bed&Vegetable kahoku

（滞在施設）

山形県西村山郡河北町谷地甲25 民間事業者

1-3 交流施設 ひなの湯

（コミュニティスペース）

山形県西村山郡河北町谷地字下野269 河北町

1-4 宿泊交流施設・

事務所

ひなの宿

（滞在施設、シェアキッチン、コワーキングスペース）

山形県西村山郡河北町谷地字下野269 河北町

2-1 宿泊施設 ゲストハウスやよい庵

(お試し居住施設）

山形県東置賜郡高畠町大字高畠522-5 民間事業者

2-2 事務所・交流施

設

TAKAHATA Co-WORKING

（コワーキングスペース・コミュニティスペース）

山形県東置賜郡高畠町福沢196 高畠町

2-3 宿泊施設 二井宿わくわく交流館

(お試し居住施設）

山形県東置賜郡高畠町二井宿2028 民間事業者

2-4 宿泊施設 ゆうきの里さんさん

(お試し居住施設）

山形県東置賜郡高畠町大字上和田1282 高畠町

3-1 交流施設・事務

所

中心市街地活性化センター

（コミュニティカフェ・コワーキング・オープンスペー

ス・商業店舗・レンタルオフィス等）

山形県寒河江市本町二丁目8-3 寒河江市


